
埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の 

一部を改正する省令案等に対するパブリックコメントの結果 

 

１．パブリックコメントの結果概要 

（１）パブリックコメントの期間：平成 26年３月 17日(月)～４月 15 日(火) 

（２）提出人数：１人（事業者：１名） 

（３）意見総数：１件（事業者：１件） 

 

２．提出された意見の要旨及び意見に対する考え方 

（１）埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和４８年環

境庁告示第１４号。以下「１４号告示」という。）の一部を改正する告示案について 
意見の要旨 意見に対する考え方 

第三 検定の方法について 
 日本工業規格 Ｋ０１０２は、２０１３年

９月に改正されているため、日本工業規格 

Ｋ０１０２（２００８）ではなく日本工業

規格 Ｋ０１０２（２０１３）ではないの

か？ 
 

今回改正する１４号告示は、産業廃棄物

に含まれる金属等の検定方法（昭和４８

年環境庁告示第１３号。以下「１３号告

示」という。）に準拠しており、１３号告

示では日本工業規格 Ｋ０１０２（２０

１３）ではなく、日本工業規格 Ｋ０１

０２（２００８）を適用しております。

そのため、今回の改正では、日本工業規

格 Ｋ０１０２（２００８）等を適用し

ております。 
 


